
 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和５年３月２３日  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第４号  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法第８６条

第１項の規定に基づ

く一の敷地とみなす

こと等による制限の

緩和の認定の申請に

対する審査に係る１

団地内に建築等をす

る１又は２以上の建

築物の特例認定申請

手数料 

＜省略＞ 

建築基準法第８６条

第２項の規定に基づ

く一の敷地とみなす

こと等による制限の

緩和の認定の申請に

対する審査に係る既

存建築物を前提とし

て総合的見地から設

建築物（建築等をするもの

をいう。以下この項におい

て同じ。）の数が１のとき

は７８，０００円、建築物

の数が２以上のときは７８

，０００円に１を超える建

築物の数に２８，０００円

を乗じて得た額を加算した

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法第８６条

第１項の規定に基づ

く一の敷地とみなす

こと等による制限の

緩和の認定の申請に

対する審査に係る１

団地内に建築される

１又は２以上の建築

物の特例認定申請手

数料 

＜省略＞ 

建築基準法第８６条

第２項の規定に基づ

く一の敷地とみなす

こと等による制限の

緩和の認定の申請に

対する審査に係る既

存建築物を前提とし

て総合的見地から設

建築物（既存建築物を除く

。以下この項において同じ

。）の数が１のときは７８

，０００円、建築物の数が

２以上のときは７８，００

０円に１を超える建築物の

数に２８，０００円を乗じ

て得た額を加算した額 



 

計した建築物の特例

認定申請手数料 

額 

建築基準法第８６条

の２第１項の規定に

基づく一敷地内認定

建築物以外の建築物

の建築の認定の申請

に対する審査に係る

一敷地内認定建築物

以外の建築物の新築

又は一敷地内認定建

築物について増築等

をする場合の認定申

請手数料 

建築物（一敷地内認定建築

物以外の新築又は一敷地内

認定建築物について増築等

をするものをいう。以下こ

の項において同じ。）の数

が１のときは７８，０００

円、建築物の数が２以上の

ときは７８，０００円に１

を超える建築物の数に２８

，０００円を乗じて得た額

を加算した額 

＜省略＞ 

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律（平

成２４

年法律

第８４

号）第

５３条

第１項

の規定

に基づ

く低炭

素化の

ための

建築物

の新築

等の計

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の場合 ⑴ 一戸建て住宅 建築物

エネルギー消費性能基準

等を定める省令（平成２

８年経済産業省・国土交

通省第１号。以下この表

において「建築物省エネ

法基準省令」という。）

第１０条第２号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準に係る

ものは１件につき１９，

１００円、その他のもの

は１件につき３７，１０

０円 

⑵ 共同住宅等 建築物全

体又は複合建築物の住宅

部分に係るもののうち全

住戸が建築物省エネ法基

準省令第１０条第２号イ

⑵及びロ⑵に定める基準

計した建築物の特例

認定申請手数料 

建築基準法第８６条

の２第１項の規定に

基づく一敷地内認定

建築物以外の建築物

の建築の認定の申請

に対する審査に係る

一敷地内認定建築物

以外の建築物の建築

認定申請手数料 

 

 

 

建築物（一敷地内認定建築

物を除く。以下この項にお

いて同じ。）の数が１のと

きは７８，０００円、建築

物の数が２以上のときは７

８，０００円に１を超える

建築物の数に２８，０００

円を乗じて得た額を加算し

た額 

＜省略＞ 

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律（平

成２４

年法律

第８４

号）第

５３条

第１項

の規定

に基づ

く低炭

素化の

ための

建築物

の新築

等の計

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の場合 ⑴ 一戸建て住宅 １件に

つき３７，１００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 共同住宅等 建築物全

体又は複合建築物の住宅

部分に係るもののうち１

棟の戸数が１のときは１

件につき３７，１００円

、１棟の総戸数が２以上



 

画認定

申請手

数料 

に係るものであるものの

１棟の戸数が１のときは

１件につき１９，１００

円、１棟の総戸数が２以

上５以下のときは１件に

つき３５，９００円、１

棟の総戸数が６以上１０

以下のときは１件につき

５１，９００円、１棟の

総戸数が１１以上２５以

下のときは１件につき７

４，６００円、１棟の総

戸数が２６以上５０以下

のときは１件につき１１

２，６００円、１棟の総

戸数が５１以上１００以

下のときは１件につき１

７０，３００円、１棟の

総戸数が１０１以上２０

０以下のときは１件につ

き２４２，６００円、１

棟の総戸数が２０１以上

３００以下のときは１件

につき３１３，４００円

、１棟の総戸数が３０１

以上のときは１件につき

３５６，５００円、建築

物全体又は複合建築物の

住宅部分に係るもののう

ちその他のものの１棟の

戸数が１のときは１件に

つき３７，１００円、１

棟の総戸数が２以上５以

下のときは１件につき７

４，９００円、１棟の総

画認定

申請手

数料 

５以下のときは１件につ

き７４，９００円、１棟

の総戸数が６以上１０以

下のときは１件につき１

０５，４００円、１棟の

総戸数が１１以上２５以

下のときは１件につき１

４８，３００円、１棟の

総戸数が２６以上５０以

下のときは１件につき２

１３，０００円、１棟の

総戸数が５１以上１００

以下のときは１件につき

３０５，２００円、１棟

の総戸数が１０１以上２

００以下のときは１件に

つき４１３，５００円、

１棟の総戸数が２０１以

上３００以下のときは１

件につき５４２，１００

円、１棟の総戸数が３０

１以上のときは１件につ

き６３６，５００円、複

合建築物の非住宅部分に

係るもののうち非住宅部

分の全部が建築物エネル

ギー消費性能基準等を定

める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令

第１号。以下この表にお

いて「建築物省エネ法基 

準省令」という。）第

１０条第１号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準に係

るものであるものの非



 

戸数が６以上１０以下の

ときは１件につき１０５

，４００円、１棟の総戸

数が１１以上２５以下の

ときは１件につき１４８

，３００円、１棟の総戸

数が２６以上５０以下の

ときは１件につき２１３

，０００円、１棟の総戸

数が５１以上１００以下

のときは１件につき３０

５，２００円、１棟の総

戸数が１０１以上２００

以下のときは１件につき

４１３，５００円、１棟

の総戸数が２０１以上３

００以下のときは１件に

つき５４２，１００円、

１棟の総戸数が３０１以

上のときは１件につき６

３６，５００円、複合建

築物の非住宅部分に係る

もののうち非住宅部分の

全部が建築物省エネ法基 

準省令第１０条第１号

イ⑵及びロ⑵に定める

基準に係るものである

ものの非住宅部分の床

面積の合計が３００平

方メートル以内のとき

は１件につき９５，０

００円、非住宅部分の

床面積の合計が３００

平方メートルを超え１

，０００平方メートル

住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以内のときは１件に

つき９５，０００円、

非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メー

トルを超え１，０００

平方メートル以内のと

きは１件につき１２１

，０００円、非住宅部

分の床面積の合計が１

，０００平方メートル

を超え２，０００平方

メートル以内のときは

１件につき１５９，３

００円、非住宅部分の

床面積の合計が２，０

００平方メートルを超

え５，０００平方メー

トル以内のときは１件

につき２５７，９００

円、非住宅部分の床面

積の合計が５，０００

平方メートルを超え１

０，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき３３６，８００円

、非住宅部分の床面積

の合計が１０，０００

平方メートルを超え２

５，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき４０４，７００円

、非住宅部分の床面積

の合計が２５，０００



 

以内のときは１件につ

き１２１，０００円、

非住宅部分の床面積の

合計が１，０００平方

メートルを超え２，０

００平方メートル以内

のときは１件につき１

５９，３００円、非住

宅部分の床面積の合計

が２，０００平方メー

トルを超え５，０００

平方メートル以内のと

きは１件につき２５７

，９００円、非住宅部

分の床面積の合計が５

，０００平方メートル

を超え１０，０００平

方メートル以内のとき

は１件につき３３６，

８００円、非住宅部分

の床面積の合計が１０

，０００平方メートル

を超え２５，０００平

方メートル以内のとき

は１件につき４０４，

７００円、非住宅部分

の床面積の合計が２５

，０００平方メートル

を超えるときは１件に

つき４７４，８００円

、複合建築物の非住宅

部分に係るもののうち

その他のものの非住宅

部分の床面積の合計が

３００平方メートル以

平方メートルを超える

ときは１件につき４７

４，８００円、複合建

築物の非住宅部分に係

るもののうちその他の

ものの非住宅部分の床

面積の合計が３００平

方メートル以内のとき

は１件につき２４８，

４００円、非住宅部分

の床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

１，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき３１１，２００円

、非住宅部分の床面積

の合計が１，０００平

方メートルを超え２，

０００平方メートル以

内のときは１件につき

４０１，８００円、非

住宅部分の床面積の合

計が２，０００平方メ

ートルを超え５，００

０平方メートル以内の

ときは１件につき５７

３，４００円、非住宅

部分の床面積の合計が

５，０００平方メート

ルを超え１０，０００

平方メートル以内のと

きは１件につき７０６

，３００円、非住宅部

分の床面積の合計が１

０，０００平方メート



 

内のときは１件につき

２４８，４００円、非

住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ルを超え１，０００平

方メートル以内のとき

は１件につき３１１，

２００円、非住宅部分

の床面積の合計が１，

０００平方メートルを

超え２，０００平方メ

ートル以内のときは１

件につき４０１，８０

０円、非住宅部分の床

面積の合計が２，００

０平方メートルを超え

５，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき５７３，４００円

、非住宅部分の床面積

の合計が５，０００平

方メートルを超え１０

，０００平方メートル

以内のときは１件につ

き７０６，３００円、

非住宅部分の床面積の

合計が１０，０００平

方メートルを超え２５

，０００平方メートル

以内のときは１件につ

き８３４，９００円、

非住宅部分の床面積の

合計が２５，０００平

方メートルを超えると

きは１件につき９５２

ルを超え２５，０００

平方メートル以内のと

きは１件につき８３４

，９００円、非住宅部

分の床面積の合計が２

５，０００平方メート

ルを超えるときは１件

につき９５２，４００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

，４００円 

⑶及び⑷ ＜省略＞ 

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律第５

５条第

１項の

規定に

基づく

低炭素

化のた

めの建

築物の

新築等

の計画

変更認

定申請

手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の場合 ⑴ 一戸建て住宅 建築物

省エネ法基準省令第１０

条第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に係るものは

１件につき１０，１００

円、その他のものは１件

につき１９，２００円 

⑵ 共同住宅等 住戸のみ

に係るもののうち申請に

係る戸数が１のときは１

件につき１９，２００円

、申請に係る戸数が２以

上５以下のときは１件に

つき３８，５００円、申

請に係る戸数が６以上１

０以下のときは１件につ

き５４，５００円、申請

に係る戸数が１１以上２

５以下のときは１件につ

き７７，１００円、申請

に係る戸数が２６以上５

０以下のときは１件につ

き１１１，４００円、申

請に係る戸数が５１以上

１００以下のときは１件

につき１６１，３００円

、申請に係る戸数が１０

１以上２００以下のとき

は１件につき２２０，６

００円、申請に係る戸数

が２０１以上３００以下

のときは１件につき２８

 

⑶及び⑷ ＜省略＞ 

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律第５

５条第

１項の

規定に

基づく

低炭素

化のた

めの建

築物の

新築等

の計画

変更認

定申請

手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他の場合 ⑴ 一戸建て住宅 １件に

つき１９，２００円 

 

 

 

 

 

⑵ 共同住宅等 住戸のみ

に係るもののうち申請に

係る戸数が１のときは１

件につき１９，２００円

、申請に係る戸数が２以

上５以下のときは１件に

つき３８，５００円、申

請に係る戸数が６以上１

０以下のときは１件につ

き５４，５００円、申請

に係る戸数が１１以上２

５以下のときは１件につ

き７７，１００円、申請

に係る戸数が２６以上５

０以下のときは１件につ

き１１１，４００円、申

請に係る戸数が５１以上

１００以下のときは１件

につき１６１，３００円

、申請に係る戸数が１０

１以上２００以下のとき

は１件につき２２０，６

００円、申請に係る戸数

が２０１以上３００以下

のときは１件につき２８



 

８，５００円、申請に係

る戸数が３０１以上のと

きは１件につき３３６，

９００円、建築物全体、

建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に

係るもののうち全住戸が

建築物省エネ法基準省令

第１０条第２号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準に係る

ものであるものの１棟の

戸数が１のときは１件に

つき１０，１００円、１

棟の総戸数が２以上５以

下のときは１件につき１

９，０００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下の

ときは１件につき２７，

７００円、１棟の総戸数

が１１以上２５以下のと

きは１件につき４０，２

００円、１棟の総戸数が

２６以上５０以下のとき

は１件につき６１，３０

０円、１棟の総戸数が５

１以上１００以下のとき

は１件につき９３，９０

０円、１棟の総戸数が１

０１以上２００以下のと

きは１件につき１３５，

２００円、１棟の総戸数

が２０１以上３００以下

のときは１件につき１７

４，２００円、１棟の総

戸数が３０１以上のとき

８，５００円、申請に係

る戸数が３０１以上のと

きは１件につき３３６，

９００円、建築物全体、

建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に

係るもののうち１棟の戸

数が１のときは１件につ

き１９，２００円、１棟

の総戸数が２以上５以下

のときは１件につき３８

，５００円、１棟の総戸

数が６以上１０以下のと

きは１件につき５４，５

００円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下のとき

は１件につき７７，１０

０円、１棟の総戸数が２

６以上５０以下のときは

１件につき１１１，４０

０円、１棟の総戸数が５

１以上１００以下のとき

は１件につき１６１，３

００円、１棟の総戸数が

１０１以上２００以下の

ときは１件につき２２０

，６００円、１棟の総戸

数が２０１以上３００以

下のときは１件につき２

８８，５００円、１棟の

総戸数が３０１以上のと

きは１件につき３３６，

９００円、複合建築物の

非住宅部分に係るものの

うち非住宅部分の全部が



 

は１件につき１９７，０

００円、建築物全体、建

築物全体及び住戸又は複

合建築物の住宅部分に係

るもののうちその他のも

のの１棟の戸数が１のと

きは１件につき１９，２

００円、１棟の総戸数が

２以上５以下のときは１

件につき３８，５００円

、１棟の総戸数が６以上

１０以下のときは１件に

つき５４，５００円、１

棟の総戸数が１１以上２

５以下のときは１件につ

き７７，１００円、１棟

の総戸数が２６以上５０

以下のときは１件につき

１１１，４００円、１棟

の総戸数が５１以上１０

０以下のときは１件につ

き１６１，３００円、１

棟の総戸数が１０１以上

２００以下のときは１件

につき２２０，６００円

、１棟の総戸数が２０１

以上３００以下のときは

１件につき２８８，５０

０円、１棟の総戸数が３

０１以上のときは１件に

つき３３６，９００円、

複合建築物の非住宅部分

に係るもののうち非住宅

部分の全部が建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第

建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準に係る

ものであるものの非住宅

部分の床面積の合計が３

００平方メートル以内の

ときは１件につき４８，

６００円、非住宅部分の

床面積の合計が３００平

方メートルを超え１，０

００平方メートル以内の

ときは１件につき６２，

３００円、非住宅部分の

床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え２

，０００平方メートル以

内のときは１件につき８

２，６００円、非住宅部

分の床面積の合計が２，

０００平方メートルを超

え５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き１３７，７００円、非

住宅部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のときは

１件につき１８２，３０

０円、非住宅部分の床面

積の合計が１０，０００

平方メートルを超え２５

，０００平方メートル以

内のときは１件につき２

１９，９００円、非住宅

部分の床面積の合計が２



 

１号イ⑵及びロ⑵に定め

る基準に係るものである

ものの非住宅部分の床面

積の合計が３００平方メ

ートル以内のときは１件

につき４８，６００円、

非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

を超え１，０００平方メ

ートル以内のときは１件

につき６２，３００円、

非住宅部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平

方メートル以内のときは

１件につき８２，６００

円、非住宅部分の床面積

の合計が２，０００平方

メートルを超え５，００

０平方メートル以内のと

きは１件につき１３７，

７００円、非住宅部分の

床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以内のときは１件につき

１８２，３００円、非住

宅部分の床面積の合計が

１０，０００平方メート

ルを超え２５，０００平

方メートル以内のときは

１件につき２１９，９０

０円、非住宅部分の床面

積の合計が２５，０００

平方メートルを超えると

５，０００平方メートル

を超えるときは１件につ

き２５９，３００円、複

合建築物の非住宅部分に

係るもののうちその他の

ものの非住宅部分の床面

積の合計が３００平方メ

ートル以内のときは１件

につき１２５，２００円

、非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方

メートル以内のときは１

件につき１５７，４００

円、非住宅部分の床面積

の合計が１，０００平方

メートルを超え２，００

０平方メートル以内のと

きは１件につき２０３，

８００円、非住宅部分の

床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５

，０００平方メートル以

内のときは１件につき２

９５，５００円、非住宅

部分の床面積の合計が５

，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件

につき３６７，１００円

、非住宅部分の床面積の

合計が１０，０００平方

メートルを超え２５，０

００平方メートル以内の

ときは１件につき４３５



 

きは１件につき２５９，

３００円、複合建築物の

非住宅部分に係るものの

うちその他のものの非住

宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル以内

のときは１件につき１２

５，２００円、非住宅部

分の床面積の合計が３０

０平方メートルを超え１

，０００平方メートル以

内のときは１件につき１

５７，４００円、非住宅

部分の床面積の合計が１

，０００平方メートルを

超え２，０００平方メー

トル以内のときは１件に

つき２０３，８００円、

非住宅部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平

方メートル以内のときは

１件につき２９５，５０

０円、非住宅部分の床面

積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内

のときは１件につき３６

７，１００円、非住宅部

分の床面積の合計が１０

，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メ

ートル以内のときは１件

につき４３５，０００円

、非住宅部分の床面積の

，０００円、非住宅部分

の床面積の合計が２５，

０００平方メートルを超

えるときは１件につき４

９８，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

合計が２５，０００平方

メートルを超えるときは

１件につき４９８，２０

０円 

⑶及び⑷ ＜省略＞ 

＜省略＞ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第３

４条第

１項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他

の場合 

建築物

省エネ

法基準

省令第

１条第

１項第

２号イ

⑴及び

ロ⑴に

定める

基準に

係るも

の 

⑴ 一戸建て住宅 建築物

省エネ法基準省令第１０

条第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に係るものは

１件につき１９，１００

円、その他のものは１件

につき３７，１００円 

⑵ 共同住宅等 建築物全

体又は複合建築物の住宅

部分に係るもののうち全

住戸が建築物省エネ法基

準省令第１０条第２号イ

⑵及びロ⑵に定める基準

に係るものであるものの

１棟の戸数が１のときは

１件につき１９，１００

円、１棟の総戸数が２以

上５以下のときは１件に

つき３５，９００円、１

棟の総戸数が６以上１０

以下のときは１件につき

５１，９００円、１棟の

総戸数が１１以上２５以

下のときは１件につき７

４，６００円、１棟の総

戸数が２６以上５０以下

のときは１件につき１１

２，６００円、１棟の総

 

 

 

 

⑶及び⑷ ＜省略＞ 

＜省略＞ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第３

４条第

１項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他

の場合 

建築物

省エネ

法基準

省令第

１条第

１項第

２号イ

⑴及び

ロ⑴に

定める

基準に

係るも

の 

⑴ 一戸建て住宅 １件に

つき３７，１００円 

 

 

 

 

 

⑵ 共同住宅等 建築物全

体又は複合建築物の住宅

部分に係るもののうち１

棟の戸数が１のときは１

件につき３７，１００円

、１棟の総戸数が２以上

５以下のときは１件につ

き７４，９００円、１棟

の総戸数が６以上１０以

下のときは１件につき１

０５，４００円、１棟の

総戸数が１１以上２５以

下のときは１件につき１

４８，３００円、１棟の

総戸数が２６以上５０以

下のときは１件につき２

１３，０００円、１棟の

総戸数が５１以上１００

以下のときは１件につき

３０５，２００円、１棟

の総戸数が１０１以上２



 

戸数が５１以上１００以

下のときは１件につき１

７０，３００円、１棟の

総戸数が１０１以上２０

０以下のときは１件につ

き２４２，６００円、１

棟の総戸数が２０１以上

３００以下のときは１件

につき３１３，４００円

、１棟の総戸数が３０１

以上のときは１件につき

３５６，５００円、建築

物全体又は複合建築物の

住宅部分に係るもののう

ちその他のものの１棟の

戸数が１のときは１件に

つき３７，１００円、１

棟の総戸数が２以上５以

下のときは１件につき７

４，９００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下の

ときは１件につき１０５

，４００円、１棟の総戸

数が１１以上２５以下の

ときは１件につき１４８

，３００円、１棟の総戸

数が２６以上５０以下の

ときは１件につき２１３

，０００円、１棟の総戸

数が５１以上１００以下

のときは１件につき３０

５，２００円、１棟の総

戸数が１０１以上２００

以下のときは１件につき

４１３，５００円、１棟

００以下のときは１件に

つき４１３，５００円、

１棟の総戸数が２０１以

上３００以下のときは１

件につき５４２，１００

円、１棟の総戸数が３０

１以上のときは１件につ

き６３６，５００円、複

合建築物の非住宅部分に

係るもののうち非住宅部

分の全部が建築物省エネ

法基準省令第１０条第１

号イ⑵及びロ⑵に定める

基準に係るものの非住宅

部分の床面積の合計が３

００平方メートル以内の

ときは１件につき９５，

０００円、建築物の床面

積の合計が３００平方メ

ートルを超え１，０００

平方メートル以内のとき

は１件につき１２１，０

００円、建築物の床面積 

の合計が１，０００平

方メートルを超え２，

０００平方メートル以

内のときは１件につき

１５９，３００円、建

築物の床面積の合計が

２，０００平方メート

ルを超え５，０００平

方メートル以内のとき

は１件につき２５７，

９００円、建築物の床

面積の合計が５，００



 

の総戸数が２０１以上３

００以下のときは１件に

つき５４２，１００円、

１棟の総戸数が３０１以

上のときは１件につき６

３６，５００円、複合建

築物の非住宅部分に係る

もののうち非住宅部分の

全部が建築物省エネ法基

準省令第１０条第１号イ

⑵及びロ⑵に定める基準

に係るものの非住宅部分

の床面積の合計が３００

平方メートル以内のとき

は１件につき９５，００

０円、建築物の床面積の

合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方

メートル以内のときは１

件につき１２１，０００

円、建築物の床面積の合

計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平

方メートル以内のときは

１件につき１５９，３０

０円、建築物の床面積の

合計が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００

平方メートル以内のとき

は１件につき２５７，９

００円、建築物の床面積

の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０

００平方メートル以内の

ときは１件につき３３６

０平方メートルを超え

１０，０００平方メー

トル以内のときは１件

につき３３６，８００

円、建築物の床面積の

合計が１０，０００平

方メートルを超え２５

，０００平方メートル

以内のときは１件につ

き４０４，７００円、

建築物の床面積の合計

が２５，０００平方メ

ートルを超えるときは

１件につき４７４，８

００円、複合建築物の

住宅部分に係るものの

うちその他のものの非

住宅部分の床面積の合

計が３００平方メート

ル以内のときは１件に

つき２４８，４００円

、非住宅部分の床面積

の合計が３００平方メ

ートルを超え１，００

０平方メートル以内の

ときは１件につき３１

１，２００円、非住宅

部分の床面積の合計が

１，０００平方メート

ルを超え２，０００平

方メートル以内のとき

は１件につき４０１，

８００円、非住宅部分

の床面積の合計が２，

０００平方メートルを



 

，８００円、建築物の床

面積の合計が１０，００

０平方メートルを超え２

５，０００平方メートル

以内のときは１件につき

４０４，７００円、建築

物の床面積の合計が２５

，０００平方メートルを

超えるときは１件につき

４７４，８００円、複合

建築物の住宅部分に係る

もののうちその他のもの

の非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メート

ル以内のときは１件につ

き２４８，４００円、非

住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のときは１件に

つき３１１，２００円、

非住宅部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平

方メートル以内のときは

１件につき４０１，８０

０円、非住宅部分の床面

積の合計が２，０００平

方メートルを超え５，０

００平方メートル以内の

ときは１件につき５７３

，４００円、非住宅部分

の床面積の合計が５，０

００平方メートルを超え

１０，０００平方メート

超え５，０００平方メ

ートル以内のときは１

件につき５７３，４０

０円、非住宅部分の床

面積の合計が５，００

０平方メートルを超え

１０，０００平方メー

トル以内のときは１件

につき７０６，３００

円、非住宅部分の床面

積の合計が１０，００

０平方メートルを超え

２５，０００平方メー

トル以内のときは１件

につき８３４，９００

円、非住宅部分の床面

積の合計が２５，００

０平方メートルを超え

るときは１件につき９

５２，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ル以内のときは１件につ

き７０６，３００円、非

住宅部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のとき

は１件につき８３４，９

００円、非住宅部分の床

面積の合計が２５，００

０平方メートルを超える

ときは１件につき９５２

，４００円 

＜省略

＞ 

＜省略＞ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第３

６条第

１項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他

の場合 

建築物

省エネ

法基準

省令第

１条第

１項第

２号イ

⑴及び

ロ⑴に

定める

基準に

係るも

の 

⑴ 一戸建て住宅 建築物

省エネ法基準省令第１０

条第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に係るものは

１件につき１０，１００

円、その他のものは１件

につき１９，２００円 

⑵ 共同住宅等 住戸のみ

に係るもののうち申請に

係る戸数が１のときは１

件につき１９，２００円

、申請に係る戸数が２以

上５以下のときは１件に

つき３８，５００円、申

請に係る戸数が６以上１

０以下のときは１件につ

き５４，５００円、申請

に係る戸数が１１以上２

５以下のときは１件につ

き７７，１００円、申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略

＞ 

＜省略＞ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第３

６条第

１項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料 

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他

の場合 

建築物

省エネ

法基準

省令第

１条第

１項第

２号イ

⑴及び

ロ⑴に

定める

基準に

係るも

の 

⑴ 一戸建て住宅 １件に

つき１９，２００円 

 

 

 

 

 

⑵ 共同住宅等 住戸のみ

に係るもののうち申請に

係る戸数が１のときは１

件につき１９，２００円

、申請に係る戸数が２以

上５以下のときは１件に

つき３８，５００円、申

請に係る戸数が６以上１

０以下のときは１件につ

き５４，５００円、申請

に係る戸数が１１以上２

５以下のときは１件につ

き７７，１００円、申請



 

に係る戸数が２６以上５

０以下のときは１件につ

き１１１，４００円、申

請に係る戸数が５１以上

１００以下のときは１件

につき１６１，３００円

、申請に係る戸数が１０

１以上２００以下のとき

は１件につき２２０，６

００円、申請に係る戸数

が２０１以上３００以下

のときは１件につき２８

８，５００円、申請に係

る戸数が３０１以上のと

きは１件につき３３６，

９００円、建築物全体、

建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に

係るもののうち全住戸が

建築物省エネ法基準省令

第１０条第２号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準に係る

ものであるものの１棟の

戸数が１のときは１件に

つき１０，１００円、１

棟の総戸数が２以上５以

下のときは１件につき１

９，０００円、１棟の総

戸数が６以上１０以下の

ときは１件につき２７，

７００円、１棟の総戸数

が１１以上２５以下のと

きは１件につき４０，２

００円、１棟の総戸数が

２６以上５０以下のとき

に係る戸数が２６以上５

０以下のときは１件につ

き１１１，４００円、申

請に係る戸数が５１以上

１００以下のときは１件

につき１６１，３００円

、申請に係る戸数が１０

１以上２００以下のとき

は１件につき２２０，６

００円、申請に係る戸数

が２０１以上３００以下

のときは１件につき２８

８，５００円、申請に係

る戸数が３０１以上のと

きは１件につき３３６，

９００円、建築物全体、

建築物全体及び住戸又は

複合建築物の住宅部分に

係るもののうち１棟の戸

数が１のときは１件につ

き１９，２００円、１棟

の総戸数が２以上５以下

のときは１件につき３８ 

，５００円、１棟の総戸

数が６以上１０以下のと

きは１件につき５４，５

００円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下のとき

は１件につき７７，１０

０円、１棟の総戸数が２

６以上５０以下のときは

１件につき１１１，４０

０円、１棟の総戸数が５

１以上１００以下のとき

は１件につき１６１，３



 

は１件につき６１，３０

０円、１棟の総戸数が５

１以上１００以下のとき

は１件につき９３，９０

０円、１棟の総戸数が１

０１以上２００以下のと

きは１件につき１３５，

２００円、１棟の総戸数

が２０１以上３００以下

のときは１件につき１７

４，２００円、１棟の総

戸数が３０１以上のとき

は１件につき１９７，０

００円、建築物全体、建

築物全体及び住戸又は複

合建築物の住宅部分に係

るもののうちその他のも

のの１棟の戸数が１のと

きは１件につき１９，２

００円、１棟の総戸数が

２以上５以下のときは１

件につき３８，５００円

、１棟の総戸数が６以上

１０以下のときは１件に

つき５４，５００円、１

棟の総戸数が１１以上２

５以下のときは１件につ

き７７，１００円、１棟

の総戸数が２６以上５０

以下のときは１件につき

１１１，４００円、１棟

の総戸数が５１以上１０

０以下のときは１件につ

き１６１，３００円、１

棟の総戸数が１０１以上

００円、１棟の総戸数が

１０１以上２００以下の

ときは１件につき２２０

，６００円、１棟の総戸

数が２０１以上３００以

下のときは１件につき２

８８，５００円、１棟の

総戸数が３０１以上のと

きは１件につき３３６，

９００円、複合建築物の

非住宅部分に係るものの

うち非住宅部分の全部が

建築物省エネ法基準省令

第１０条第１号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準に係る

ものであるものの非住宅

部分の床面積の合計が３

００平方メートル以内の

ときは１件につき４８，

６００円、非住宅部分の

床面積の合計が３００平

方メートルを超え１，０

００平方メートル以内の

ときは１件につき６２，

３００円、非住宅部分の

床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え２

，０００平方メートル以

内のときは１件につき８

２，６００円、非住宅部

分の床面積の合計が２，

０００平方メートルを超

え５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き１３７，７００円、非



 

２００以下のときは１件

につき２２０，６００円

、１棟の総戸数が２０１

以上３００以下のときは

１件につき２８８，５０

０円、１棟の総戸数が３

０１以上のときは１件に

つき３３６，９００円、

複合建築物の非住宅部分

に係るもののうち非住宅

部分の全部が建築物省エ

ネ法基準省令第１０条第

１号イ⑵及びロ⑵に定め

る基準に係るものである

ものの非住宅部分の床面

積の合計が３００平方メ

ートル以内のときは１件

につき４８，６００円、

非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

を超え１，０００平方メ

ートル以内のときは１件

につき６２，３００円、

非住宅部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平

方メートル以内のときは

１件につき８２，６００

円、非住宅部分の床面積

の合計が２，０００平方

メートルを超え５，００

０平方メートル以内のと

きは１件につき１３７，

７００円、非住宅部分の

床面積の合計が５，００

住宅部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のときは

１件につき１８２，３０

０円、非住宅部分の床面

積の合計が１０，０００

平方メートルを超え２５

，０００平方メートル以

内のときは１件につき２

１９，９００円、非住宅

部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートル

を超えるときは１件につ

き２５９，３００円、複

合建築物の非住宅部分に

係るもののうちその他の

ものの非住宅部分の床面

積の合計が３００平方メ

ートル以内のときは１件

につき１２５，２００円

、非住宅部分の床面積の

合計が３００平方メート

ルを超え１，０００平方

メートル以内のときは１

件につき１５７，４００

円、非住宅部分の床面積

の合計が１，０００平方

メートルを超え２，００

０平方メートル以内のと

きは１件につき２０３，

８００円、非住宅部分の

床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５

，０００平方メートル以



 

０平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以内のときは１件につき

１８２，３００円、非住

宅部分の床面積の合計が

１０，０００平方メート

ルを超え２５，０００平

方メートル以内のときは

１件につき２１９，９０

０円、非住宅部分の床面

積の合計が２５，０００

平方メートルを超えると

きは１件につき２５９，

３００円、複合建築物の

非住宅部分に係るものの

うちその他のものの非住

宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル以内

のときは１件につき１２

５，２００円、非住宅部

分の床面積の合計が３０

０平方メートルを超え１

，０００平方メートル以

内のときは１件につき１

５７，４００円、非住宅

部分の床面積の合計が１

，０００平方メートルを

超え２，０００平方メー

トル以内のときは１件に

つき２０３，８００円、

非住宅部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平

方メートル以内のときは

１件につき２９５，５０

内のときは１件につき２

９５，５００円、非住宅

部分の床面積の合計が５

，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メ

ートル以内のときは１件

につき３６７，１００円

、非住宅部分の床面積の

合計が１０，０００平方

メートルを超え２５，０

００平方メートル以内の

ときは１件につき４３５

，０００円、非住宅部分

の床面積の合計が２５，

０００平方メートルを超

えるときは１件につき４

９８，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

０円、非住宅部分の床面

積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内

のときは１件につき３６

７，１００円、非住宅部

分の床面積の合計が１０

，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メ

ートル以内のときは１件

につき４３５，０００円

、非住宅部分の床面積の

合計が２５，０００平方

メートルを超えるときは

１件につき４９８，２０

０円 

＜省略

＞ 

＜省略＞ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第４

１条第

１項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

基準適

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他

の場合 

建築物

省エネ

法基準

省令第

１条第

１項第

２号イ

⑵又は

⑶及び

ロ⑵又

は⑶に

定める

基準に

係るも

の（共

同住宅

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略

＞ 

＜省略＞ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第４

１条第

１項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

基準適

＜省略＞ ＜省略＞ 

その他

の場合 

建築物

省エネ

法基準

省令第

１条第

１項第

２号イ

⑵又は

⑶及び

ロ⑵又

は⑶に

定める

基準に

係るも

の 

 

＜省略＞ 

 



 

合認定

申請手

数料 

等にあ

っては

全住戸

が該当

するも

の） 

＜省略

＞ 

＜省略＞ 

 

マンシ

ョンの

管理の

適正化

の推進

に関す

る法律

（平成

１２年

法律第

１４９

号）第

５条の

３第１

項の規

定に基

づくマ

ンショ

ンの管

理に関

する計

画（以

下「管

理計画

」とい

う。）

認定申

マンシ

ョンの

管理の

適正化

の推進

に関す

る法律

第５条

の４各

号（第

４号に

あって

は、マ

ンショ

ン管理

適正化

指針に

係る部

分に限

る。）

に掲げ

る基準

に適合

してい

ること

が証さ

れてい

長期修

繕計画

の数が

１であ

る場合 

１件につき４２，１００円 

長期修

繕計画

の数が

２以上

である

場合 

１件につき４２，１００円

に１を超える長期修繕計画

の数に２２，５００円を乗

じて得た額を加算した額 

合認定

申請手

数料 

 

 

 

 

 

 

＜省略

＞ 

＜省略＞ 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

請手数

料 

る場合

として

市長が

定める

場合以

外の場

合 

マンシ

ョンの

管理の

適正化

の推進

に関す

る法律

第５条

の６第

２項の

規定に

より準

用され

る同法

第５条

の３第

１項の

規定に

基づく

管理計

画認定

更新申

請手数

料 

マンシ

ョンの

管理の

適正化

の推進

に関す

る法律

第５条

の４各

号（第

４号に

あって

は、マ

ンショ

ン管理

適正化

指針に

係る部

分に限

る。）

に掲げ

る基準

に適合

してい

ること

が証さ

れてい

る場合

長期修

繕計画

の数が

１であ

る場合 

１件につき４２，１００円 

長期修

繕計画

の数が

２以上

である

場合 

１件につき４２，１００円

に１を超える長期修繕計画

の数に２２，５００円を乗

じて得た額を加算した額 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

として

市長が

定める

場合以

外の場

合 

＜省略＞ 
 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 
 

 備考 ＜省略＞  備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後

の瀬戸市手数料徴収条例（次項において「新条例」という。）別表中次

に掲げる項の規定は、令和５年４月１日から施行する。  

 ⑴ 建築基準法第８６条第１項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等

による制限の緩和の認定の申請に対する審査に係る１団地内に建築

等をする１又は２以上の建築物の特例認定申請手数料の項 

 ⑵ 建築基準法第８６条第２項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等

による制限の緩和の認定の申請に対する審査に係る既存建築物を前

提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料の項  

 ⑶ 建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく一敷地内認定建築物

以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査に係る一敷地内認定

建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物について増築等

をする場合の認定申請手数料の項  

 ⑷ マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号）第５条の３第１項の規定に基づくマンションの管理に関

する計画（以下「管理計画」という。）認定申請手数料の項  

 ⑸ マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の６第２項の



 

規定により準用される同法第５条の３第１項の規定に基づく管理計

画認定更新申請手数料の項 

（経過措置）  

２ 前項第４号及び第５号を除く新条例の規定は、施行の日以後に申請す

るものについて適用し、同日前に申請したものについては、なお従前の

例による。  

 


